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市は、いつまでも健康で過ごせる体
づくりのため、ピンピン教室（調理編）を行います。
年齢を重ねるにつれて食事をおろそかにし、栄
養バランスが崩れていませんか。一緒に大切な毎
日の食事を見直し、元気に過ごしましょう。
日にち・内容＝下表のとおり
時間＝午前 10 時～午後 1時 30 分
場所＝老人福祉センター宝生苑
対象＝自分で来所できる 65 歳以上の男性
定員＝ 10 人。多数の場合は抽選します
初めての人、全回参加できる人を優先します。
参加費＝無料
申込方法＝電話で申し込んでください
申込期間＝ 1月 4日㈬～ 20 日㈮（土・日曜日、
祝日を除く）
申込・問合せ先＝健康衛生課（☎ 64-1335）

市
は
、
肺
が
ん
検
診
と

結
核
住
民
検
診
を
行
い
ま

す
。日

本
人
の
死
因
の
第
１

位
は
が
ん
で
、
そ
の
数
は

年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
結
核
も
昔
の
病
気

で
は
な
く
、
京
都
府
内
だ

け
で
も
年
間
約
６
０
０
人

が
発
症
し
て
い
ま
す
。

早
期
発
見
の
た
め
、
こ

の
機
会
に
検
診
を
受
け
ま

し
ょ
う
。

日
時
・
場
所
・
対
象
・

内
容
＝
左
表
の
と
お
り

費
用
＝
無
料（
喀
痰〈
か

く
た
ん
〉
検
診
は
有
料
）

申
し
込
み
＝
不
要

問
合
せ
先
＝
健
康
衛
生

課
（
☎
６４
・
１
３
３
５
）

平
成
２３
年
中
の
収
入
に
対
す
る

所
得
税
の
確
定
申
告
期
間
は
、
２

月
１６
日
㈭
～
３
月
１５
日
㈭
で
す
。

期
間
中
、
次
の
と
お
り
申
告
を
受

け
付
け
ま
す
。
く
わ
し
く
は
、
２

月
１
日
に
発
行
す
る
市
税
だ
よ
り

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
＝
▼
所
得
税
の
確
定

申
告
に
関
す
る
こ
と
…
宇
治
税
務

署
（
☎
４４
・
４
１
４
１
）
▼
市
・

府
民
税
の
申
告
に
関
す
る
こ
と
…

税
務
課
（
☎
６４
・
１
３
１
７
）

国民年金・厚生年金・共済組合などが
支給する公的年金は、所得税法上「雑所
得」とみなされます。老齢や退職を理由
とする年金には所得税が課せられ、各支
払い月に支給する年金額から源泉徴収さ
れています。
日本年金機構は、老齢年金の受給者に
平成 23 年分の「公的年金等の源泉徴収
票」を１月末日までに郵送します。確定
申告の際に必要ですので、大切に保管し
てください。なお、障害・遺族年金は非
課税のため、源泉徴収票を発行しません。
また、源泉徴収票の再交付は、日本年
金機構で受け付けます。源泉徴収票が届
かない・紛失したという人は、基礎年金
番号を確認し、｢ねんきんダイヤル｣ へ
連絡してください。
受付時間＝▼平日…午前 8時 30 分～
午後 5時 15 分（月曜日〈休日の場合は
火曜日〉は午後 7 時まで）▼第 2 土曜
日…午前 9時 30 分～午後 4時
12月29日㈭～1月3日㈫を除きます。
再交付申込先＝ねんきんダイヤル

（☎ 0570-05-1165。IP 電話・PHS は☎
03-6700-1165）
問合せ先＝▼京都南年金事務所（☎
075-644-1165）

市
は
、
国
民
健
康
保
険
税

（
国
保
税
）・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
を
特
別
徴
収
（
年

金
天
引
き
）
し
て
い
ま
す
。

国
保
税
と
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
を
２
月
に
特

別
徴
収
で
納
付
す
る
人
は
、

４
・
６
・
８
月
も
同
額
と
な
り

ま
す
。

な
お
、
新
た
に
特
別
徴
収

の
対
象
と
な
る
世
帯
は
、
４

～
１０
月
の
間
に
開
始
し
ま

す
。【

対
象
世
帯
】

国
保
税
＝
①
世
帯
主
が
国

保
加
入
者
②
世
帯
内
の
国
保

加
入
者
全
員
が
６５
～
７４
歳
③

年
額
１８
万
円
以
上
の
年
金
を

受
給
し
、
国
保
税
と
介
護
保

険
料
の
合
算
額
が
、
天
引
き

の
対
象
と
な
る
年
金
額
の
２

分
の
１
を
超
え
な
い

た
だ
し
、
世
帯
主
が
平
成

２４
年
４
月
か
ら
同
２５
年
３
月

末
ま
で
に
７５
歳
に
な
る
場
合

子ども手当の制度が変わり、平成
23 年 10 月分から、同手当を受給していた人も引
き続き受給するには申請が必要です。
申請方法＝対象世帯に郵送した認定請求書を書
いて、提出してください。公務員は、勤務先で申
請方法を確認してください
申請期限 =3 月 31 日㈯
申請期限までに請求した人は、平成 23 年 10
月分までさかのぼって支給します。
なお、本市に転入した人は他市区町村からの転
出予定日、子どもが生まれた人は出生日の翌日か
ら 15 日以内に申請してください。
申請・問合せ先＝こども福祉課（☎ 64-1376）

市は、平成 9年 4 月 1
日に市制を施行し、今年
4 月 1 日で 15 周年の節
目を迎えます。
この市制 15 周年をみ
なさんと共に祝い、京田
辺市が未来に向かって一
層飛躍することを願い式
典を行います。
ぜひご参加ください。
日時＝ 2 月 10 日㈮午
前 10 時から
場所＝田辺中央体育館
内容＝同志社女子大学
生による弦楽四重奏・功

労者表彰・市歌斉唱など
問合せ先＝総務室（☎
64-1337）

市
は
、
最
新
の
歯
周
疾

患
の
情
報
提
供
や
ブ
ラ
ッ

シ
ン
グ
方
法
を
学
ぶ
歯
周

病
予
防
教
室
を
行
い
ま
す
。

い
つ
ま
で
も
お
い
し
く

ご
飯
を
食
べ
る
た
め
、
今

あ
る
歯
を
大
切
に
し
ま

し
ょ
う
。

日
時
＝
２
月
１３
日
㈪
午

後
１
時
３０
分
～
４
時

場
所
＝
保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
市
内
に
在
住
す

る
人内

容
＝
▼
講
義
（
テ
ー

マ
…
知
っ
て
お
き
た
い
歯

周
病
の
知
識
。
講
師
…
京

都
府
歯
科
医
師
会
山
城
支

部
歯
科
医
師
の
牧
草
一
人

さ
ん
）
▼
実
技
（
テ
ー
マ

…
マ
ス
タ
ー
し
よ
う
セ
ル

フ
ケ
ア
。
講
師
…
歯
科
衛

生
士
の
和
田
美
登
里
さ

ん
）参

加
者
に
は
、
歯
ブ
ラ

シ
を
差
し
上
げ
ま
す
。

定
員
＝
先
着
４０
人

費
用
＝
無
料

申
込
方
法
＝
電
話
で
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
託

児
（
生
後
６
カ
月
～
就
学

前
）
を
希
望
す
る
人
は
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い

申
込
期
間
＝
１
月
１０
日

㈫
～
２
月
３
日
㈮
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

申
込
・
問
合
せ
先
＝

健
康
衛
生
課
（
☎
６４
・

１
３
３
５
）

総務省・経済産業省は、2月 1日を調
査期日として、「経済センサス－活動調
査」を行います。
同調査は、全国の事業所や企業の経済
活動状況を明らかにする経済の国勢調査
とも言えるものです。事業所や企業のみ
なさんは、ご回答ください。
対象＝事業所・企業。農林漁家に属す
る個人経営の事業所・家事サービス業・

外国公務に属する事業所を除く
調査内容＝経営組織や開設時期・従業
者数・経理事項など
調査方法＝▼調査員調査…調査員が訪
問し調査票を配布・回収▼直轄調査…郵
送する調査票をインターネットや郵送で
回収
同調査は、調査に携わる人が調査で
知った情報をほかに漏らすことや、調査
を拒否することに対し、法律で罰則が定
められています。
問合せ先＝▼総務室（☎ 64-1337）
▼経済センサス－活動調査コールセン
ター（☎ 0120-44-1034、IP 電話は☎
03-6830-1034。午前 9時～午後 9時）

を
除
き
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

＝
①
後
期
高
齢
者
医
療
の
被

保
険
者
（
転
入
者
を
除
く
）

②
年
額
１８
万
円
以
上
の
年
金

を
受
給
し
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
と
介
護
保
険
料
の

合
算
額
が
、
天
引
き
の
対
象

と
な
る
年
金
額
の
２
分
の
１

を
超
え
な
い

特
別
徴
収
で
は
な
く
口
座

振
替
で
の
納
付
を
希
望
す
る

人
は
、
次
の
と
お
り
口
座
振

替
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
一
度
手
続
き
す
る
と
、

翌
年
度
以
降
も
口
座
振
替
と

な
り
ま
す
。

①
市
内
の
指
定
金
融
機
関

に
通
帳
・
通
帳
に
登
録
し
た

印
鑑
・
保
険
証
を
持
参
し
、

口
座
振
替
を
申
し
込
む

②
国
保
医
療
課
へ
、
口
座

振
替
依
頼
書
の
控
え
・
保
険

証
を
持
参
す
る

１
月
２７
日
㈮
ま
で
に
申
請

す
る
と
、
４
月
分
か
ら
特
別

徴
収
を
中
止
し
ま
す
。

市
内
の
指
定
金
融
機
関
＝

京
都
銀
行
・
南
都
銀
行
・
京

都
信
用
金
庫
・
京
都
中
央
信

用
金
庫
・
京
都
や
ま
し
ろ
農

業
協
同
組
合
・
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
（
郵
便
局
）

【
申
請
・
問
合
せ
先
】

国
保
医
療
課
（
☎

６４
・
１
３
３
２
、
☎
６４
・

１
３
７
４
）

市
・
府
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確

定
申
告
は
、
市
役
所
で
も
受
け
付
け
ま

す
。期

間
＝
２
月
１６
日
㈭
～
３
月
１５
日
㈭

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

時
間
＝
午
前
９
時
～
午
後
４
時

会
場
＝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル

受
け
付
け
す
る
所
得
税
の
確
定
申
告

書
は
、「
給
与
所
得
」「
雑
所
得
（
公

的
年
金
等
）」
や
青
色
申
告
以
外
の
農

業
所
得
な
ど
の
簡
易
な
申
告
に
限
り
ま

す
。
な
お
、
農
業
所
得
の
赤
字
を
ほ
か

の
所
得
と
損
益
通
算
す
る
場
合
は
、
次

の
宇
治
税
務
署
の
会
場
で
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

期
間
＝
２
月
１
日
㈬
～
３
月
１５
日
㈭

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

２
月
１５
日
㈬
以
前
は
還
付
申
告
に
限

り
ま
す
。

時
間
＝
午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
で

き
る
だ
け
午
後
４
時
ご
ろ
ま
で
に
お
越

し
く
だ
さ
い
）

会
場
＝
「
鹿
六
」
４
階
（
宇
治
市
大

久
保
町
井
ノ
尻
５６
・
１
〈
宇
治
税
務
署

向
か
い
〉）

税
制
改
正
に
よ
り
、
平
成
２３
年
分
の

確
定
申
告
か
ら
、
公
的
年
金
を
受
給
し

そ
の
収
入
金
額
の
合
計
額
が
４
０
０
万

円
以
下
で
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所

得
以
外
の
所
得
金
額
が
２０
万
円
以
下
の

人
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必

要
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
合
も

所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、

確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告
が
不
要

の
場
合
で
も
、
市
・
府
民
税
の
申
告
は

必
要
で
す
。

計画素案に意見を募集（パブリックコメント）

市
は
、
健
康
増
進
・
食
育

推
進
計
画
、
高
齢
者
保
健
福

祉
計
画
の
策
定
を
進
め
て
い

ま
す
。
そ
の
素
案
が
ま
と
ま

り
ま
し
た
の
で
、
み
な
さ
ん

か
ら
の
意
見
を
募
集
（
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）し
ま
す
。

【
対
象
】

▼
市
内
に
在
住
・
通

勤
・
通
学
す
る
人
▼
市

内
に
事
務
所
・
事
業
所

を
有
す
る
人

【
健
康
増
進
・
食
育

推
進
計
画
】

市
民
の
健
康
増
進
・

食
育
推
進
を
図
る
た
め

の
具
体
的
な
取
り
組
み

や
、
事
業
を
示
す
計
画

で
す計

画
期
間
＝
平
成
２４

年
度
～
同
３３
年
度

５
年
ご
と
に
計
画
を

見
直
し
ま
す
。

【
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
】

今
後
３
年
間
の
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
や
介

護
保
険
料
の
見
直
し
な
ど
、

高
齢
者
保
健
福
祉
施
策
を
総

合
的
に
推
進
す
る
た
め
の
計

画
で
す

計
画
期
間
＝
平
成
２４
年
度

～
同
２６
年
度

【
資
料
閲
覧
方
法
・
場
所
】

各
問
合
せ
先
の
窓
口
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
中
央
図
書

館
、
田
辺
中
央
体
育
館
、
北

部
住
民
セ
ン
タ
ー
、
中

部
住
民
セ
ン
タ
ー
、
三

山
木
福
祉
会
館
、
社
会

福
祉
セ
ン
タ
ー
、
老
人

福
祉
セ
ン
タ
ー
常
磐

苑
・
宝
生
苑

【
応
募
方
法
】

▼
資
料
閲
覧
場
所
に

あ
る
意
見
募
集
用
紙
を

郵
送
・
持
参
し
て
く
だ

さ
い
▼
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
電
子
メ
ー
ル
で

送
信
し
て
く
だ
さ
い

【
し
め
き
り
】

１
月
２５
日
㈬

【
応
募
・
問
合
せ
先
】

▼
健
康
増
進
・
食
育
推
進

計
画
に
関
す
る
こ
と
…
健
康

衛
生
課
（
☎
６４
・
１
３
３
５
）

▼
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
に

関
す
る
こ
と
…
高
齢
介
護
課

（
☎
６４
・
１
３
７
３
）

平成 23 年中に納付した国民健康保険
税（国保税）・後期高齢者医療保険料・
介護保険料は、平成 23 年分の年末調整・
確定申告・個人住民税申告のときに、実
際に費用を負担した人の社会保険料控除
として申告できます。
ただし、特別徴収（年金天引き）で納
付した場合は、年金受給者本人のみ社会
保険料控除として申告できます。
なお、1 月下旬に「平成 23 年分申告
用国民健康保険税納付済確認書」「後期
高齢者医療保険料平成23年納付証明書」
「介護保険料平成 23 年納付証明書」を
郵送しますので、確定申告などにご利用
ください。
問合せ先＝▼国民健康保険・後期高齢
者医療に関すること…国保医療課（☎
64-1332、☎ 64-1374）▼介護保険に関
すること…高齢介護課（☎ 64-1373）


